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今後の予定 

★１月 1３日(日)９時半～ 

 第４回地本執行委員会(共同事務所) 

 

★１月１３日(日)１３時～ 

 地本旗開き(ぶあいそう広島南駅店) 

 

★１月２４日(木)１３時１５分～  

 西日本 20 条裁判高裁判決(大阪高裁 82号法廷) 

 

 

 

 

 

そ
の
日
、
霞
ヶ
関
の
一
角
に
あ

る
東
京
高
裁
前
は
本
部
役
員
、
東

京
・
関
東
と
、
地
方
各
支
部
か
ら

の
応
援
に
加
え
共
闘
関
係
の
支
援

者
が
歩
道
を
埋
め
尽
く
し
て
い
ま

し
た
。
郵
政
労
働
契
約
法
２
０
条

裁
判
、
東
日
本
控
訴
審
の
判
決
を

前
に
総
勢
１
２
０
名
余
が
結
集
し

た
の
で
す
。
午
後
０
時
半
か
ら
「
支

え
る
会
」
ニ
ュ
ー
ス
を
配
布
し
宣

伝
を
行
い
、
中
央
本
部
・
日
巻
委

員
長
の
挨
拶
に
原
告
３
名
が
抱
負

を
述
べ
た
後
、
皆
で
隊
列
を
組
ん

で
裁
判
所
構
内
に
乗
込
み
ま
し

た
。 

 

 

傍
聴
希
望
者
１
０
１
名
に
対
し

抽
選
が
行
わ
れ
、
取
材
陣
を
除
い

た
４
１
席
の
配
分
を
得
て
午
後
２

時
の
開
廷
を
待
ち
ま
す
。 

 

 

地
裁
を
上
回
る
判
決 

 
白
石
史
子
裁
判
長
が
主
文
を
読

み
上
げ
、
原
判
決(

地
裁)

で
６
割

８
割
と
し
て
い
た
年
末
年
始
勤
務

手
当
及
び
住
居
手
当
を
１
０
割
認

容
し
、
格
差
全
額
を
損
害
賠
償
と

し
て
認
め
た
こ
と
。
ま
た
藤
井
原

告(

名
古
屋
北)

の
訴
え
た
病
気
休

暇
に
於
け
る
格
差
を
不
合
理
と
認

容
し
た
と
判
明
、
浅
川
・
宇
田
川

両
原
告
が
「
前
判
決
よ
り
前
進
」

「
全
員
勝
訴
」
と
示
し
た
紙
を
持

ち
支
援
者
の
待
つ
玄
関
前
へ
走
り

出
て
快
采
を
叫
び
、
皆
に
拍
手
と

歓
声
で
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

 

一
方
で
、
二
審
の
重
要
な
争
点

と
し
て
主
張
を
展
開
し
た
夏
期
年

末
一
時
金(

賞
与)

に
つ
い
て
、
裁

判
所
は
「
労
使
協
議
」
を
経
て
い

る
と
し
て
原
判
決
を
支
持
し
主
張

を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
は
い

え
一
審
を
下
回
る
点
は
な
く
、
病

気
休
暇
を
遡
及
し
て
労
働
者
優
位

に
判
断
さ
せ
た
こ
と
は
大
き
な
前

進
で
す
。 

 

 

一
歩
リ
ー
ド
し
て
い
る 

 

場
所
を
衆
議
院
第
二

議
員
会
館
に
移
し
た
「
高

裁
判
決
報
告
集
会
」
に
は

支
援
者
と
、
国
会
の
場
で

連
携
し
て
き
た
山
下
芳

生
衆
院
議
員
に
福
島
瑞

穂
・
山
添
拓
両
参
院
議
員

を
含
む
１
０
０
名
の
出

席
を
得
ま
し
た
。
記
者
会

見
に
臨
ん
だ
日
巻
委
員

長
・
弁
護
団
長
や
原
告

と
、
判
決
分
析
を
行
う
弁

護
団
を
待
ち
な
が
ら
、
本

部
上
平
書
記
長
が
司
会

進
行
し
議
員
諸
氏
・
共
闘
組
織
か

ら
の
発
言
を
受
け
ま
し
た
。 

（
裏
面
へ
続
く
） 

中中国国 

郵政産業労働者ユニオン中国 
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「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
並
び
多
く
の
非
正
規

雇
用
を
抱
え
る
会
社
、
現
場
に
は

た
ら
く
当
事
者
が
立
ち
上
が
っ
た

事
に
意
義
が
あ
る
。
社
会
全
体
の

不
合
理
を
是
正
さ
せ
る
足
掛
か
り

と
な
る
勝
利
だ
」(

山
下
議
員) 

「
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
の
闘
い
は
駅
伝

の
タ
ス
キ
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
地
道

な
努
力
の
積
み
重
ね
」(

全
労
連
・

小
田
川
議
長) 

「
多
く
の
支
援
者
が
来
て
い
た
。

判
決
は
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
く
」(

全
労
協
・
渡
辺
議
長) 

「
訴
状
の
内
容
も
素
晴
ら
し
く
、

戦
略
的
に
作
ら
れ
て
い
る
。
法
律

を
駆
使
す
る
点
で
郵
政
ユ
ニ
オ
ン

は
一
歩
リ
ー
ド
し
て
い
る
」(

福
島

議
員) 

 

 

同
じ
く
２
０
条
控
訴
審
を
た
た

か
う
東
京
東
部
労
組
メ
ト
ロ
コ
マ

ー
ス
支
部
の
後
呂
さ
ん
か
ら
は
非

正
規
だ
け
で
進
め
る
困
難
さ
が
述

べ
ら
れ
、「
も
っ
と
裁
判
所
に
は
自

分
た
ち
の
厳
し
い
実
情
を
知
っ
て

ほ
し
い
。
全
国
に
拡
が
る
２
０
条

裁
判
を
横
に
つ
な
い
で
何
か
イ
ベ

ン
ト
は
出
来
な
い
か
？
」
と
の
提

案
も
。 

 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
排
除 

こ
の
ほ
か
各
訴
訟
原
告
や
争
議

団
の
方
々
に
エ
ー
ル
を
い
た
だ
く

中
、
判
決
分
析
に
臨
ん
で
い
た
弁

護
団
が
到
着
し
声
明
文
が
配
布
さ

れ
ま
し
た
。 

平
井
・
伊
藤
・
梅
田
・
佐
々
木

各
弁
護
士
に
印
象
を
聞
く
中
で
は

「
６
月
に
あ
っ
た
最
高
裁
判
決
を

意
識
し
た
内
容
、
賃
金
項
目
等
の

言
い
回
し
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」

「
割
合
に
よ
る
賠
償
の
観
点
を
採

用
し
な
か
っ
た
。
所
謂
『
正
社
員

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
』
論
は
排
除

さ
せ
た
」
と
、
そ
の
特
長
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

 

藤
井
原
告(

名
古
屋
北)

は
「
意

見
陳
述
し
た
無
給
の
病
気
休
暇
に

つ
い
て
賠
償
を
か
ち
取
れ
て
嬉
し

い
」「
一
歩
ず
つ
前
進
、
地
裁
で
ホ

ッ
プ
・
高
裁
は
ス
テ
ッ
プ
・
最
高

裁
で
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
プ
し
た
い
」

と
今
後
の
展
開
に
む
け
決
意
を
語

り
ま
し
た
。 

 

 

西
日
本
か
ら
傍
聴
参
加
し
た
原

告
３
名
も
「
勤
続
２
１
年
目
。
ど

う
し
て
も
獲
得
し
た
い
賞
与
」(

く

ぬ
ぎ)

「
郵
政
労
契
法
裁
判
は
私
た

ち
の
希
望
で
あ
り
誇
り
」(

岡
崎)

「
西
日
本
裁
判
は
東
の
そ
れ
を
ち

ょ
っ
と
ず
つ
上
回
っ
て
き
た
。
１

月(

西
日
本
高
裁
判
決)

に
は
是
非

か
ち
取
り
た
い
」(

三
原)

と
抱
負

を
述
べ
ま
し
た
。 

 

さ
ら
な
る
闘
い
へ 

こ
の
後
、
兼
子
副
委
員
長
か
ら 

①
全
国
ビ
ラ(

号
外)

を
即
日
準

備
、
明
日
か
ら
宣
伝
開
始 

 

②
要
求
化
を
各
級
機
関
で
取
組
む 

 

③
旺
盛
な
組
織
拡
大
に
繋
げ
る 

 

以
上
三
点
の
行
動
提
起
が
為
さ

れ
、
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
報
告
集

会
を
打
ち
上
げ
ま
し
た
。 

 

 

さ
ら
に
、
記
者
会
見
組
を
迎
え

た
「
原
告
激
励
・
全
国
交
流
会
」

(

於
：
銀
座
一
丁
目
・
魚
屋
一
丁)

で
は
水
口
・
平
井
両
弁
護
士
か
ら

「
事
実
認
定
で
勝
ち
切
っ
た
こ
と

は
大
き
く
最
高
裁
の
判
断
が
こ
れ

を
下
回
る
こ
と
は
無
い
」「
東
西
双

方
の
裁
判
結
果
が
響
き
あ
い
つ

つ
、
攻
勢
的
に
運
動
で
勝
利
を
収

め
る
」「
扶
養
手
当
に
つ
き
別
件
で

訴
訟
を
立
て
た
い
。
そ
の
折
に
は

期
間
雇
用
の
仲
間
か
ら
原
告
を
さ

ら
に
募
り
、
ユ
ニ
オ
ン
の
組
織
基

盤
の
強
化
に
も
役
立
て
ら
れ
る
」

と
私
た
ち
に
発
破
を
掛
け
る
力
強

い
発
言
が
。
懇
親
の
場
も
大
き
く

盛
り
上
が
り
、
郵
政
産
業
労
働
者

ユ
ニ
オ
ン
と
原
告
弁
護
団
は
最
高

裁
で
の
闘
い
に
む
け
決
意
を
新
た

に
取
組
ん
で
行
き
ま
す
。 


